
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各車輪に個別に摩擦制動力を付与する摩擦制動装置と、複数の車輪に回生制動力を付与
する回生制動装置とを有する車輌用回生式制動制御装置に於いて、

回生制動力が付与され
る車輪のタイヤ負荷率の指標値を演算し、タイヤ負荷率の指標値が小さいときにはそれが
大きいときに比して

車輌全体の制動力及び車輌
の走行安定性を維持しつつ当該車輪の回生制動力を増加させることを特徴とする車輌用回
生式制動制御装置。
【請求項２】
　目標摩擦制動力及び目標回生制動力の総和が変化しないよう且つ車輌のヨーレートが変
化しないようタイヤ負荷率の指標値が小さい車輪の回生制動力を増加させることにより、
車輌全体の制動力及び車輌の走行安定性を維持することを特徴とする請求項１に記載の車
輌用回生式制動制御装置。
【請求項３】
　各車輪のタイヤ前後力及び横力、各車輪の接地荷重、路面の摩擦係数を推定し、これら
に基づき各車輪のタイヤ負荷率の指標値を演算することを特徴とする請求項１及び２に記
載の車輌用回生式制動制御装置。
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車輌の運転状況に基づ
き車輌の安定な走行状態を維持しつつ制動するための各車輪の目標制動力を演算し、前記
目標制動力に基づき目標摩擦制動力及び目標回生制動力を演算し、

車輌全体の目標摩擦制動力及び目標回生制動力の総和を変更すること
なく当該車輪の前記目標回生制動力を増加補正することにより



【請求項４】
　車輌の運転状況に基づき車輌モデルの車輌状態量を推定し、車輌モデルの車輌状態量と
実際の車輌状態量との偏差に基づき車輌全体の車輪のタイヤ負荷率の指標値を演算するこ
とを特徴とする請求項１及び２に記載の車輌用回生式制動制御装置。
【請求項５】
　車輌の旋回度合を判定し、車輌の旋回度合が高いときにはそれが低いときに比して前記
目標回生制動力の増加補正量を低減することを特徴とする請求項 に記載
の車輌用回生式制動制御装置。
【請求項６】
　車輌の旋回度合が高いほど 目標回生制動力の増加補正量の低減量を大きくし 目
標回生制動力の増加補正量を小さくすることを特徴とする請求項５に記載の車輌用回生式
制動制御装置。
【請求項７】
　各車輪に個別に摩擦制動力を付与する摩擦制動装置と、複数の車輪に回生制動力を付与
する回生制動装置とを有する車輌用回生式制動制御装置に於いて、前輪のタイヤ負荷率の
指標値を演算し、前輪のタイヤ負荷率の指標値に応じて制動力の前後配分比を変更するこ
とにより回生制動力を増大させることを特徴とする車輌用回生式制動制御装置。
【請求項８】
　前輪の回生可能量は後輪の回生可能量よりも大きく、前輪のタイヤ負荷率の指標値が小
さいときにはそれが大きいときに比して前輪の制動力配分が大きくなるよう前輪のタイヤ
負荷率の指標値に応じて回生制動力を変更することを特徴とする請求項 に記載の車輌用
回生式制動制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、自動車等の車輌の制動制御装置に係り、更に詳細には各車輪に個別に摩擦制動
力を付与する摩擦制動装置と、複数の車輪に回生制動力を付与する回生制動装置とを有す
る回生式の制動制御装置に係る。
【０００２】
【従来の技術】
自動車等の車輌の回生式制動制御装置の一つとして、例えば本願出願人の出願にかかる下
記の特許文献１に記載されている如く、車輌の運転状況に基づき各車輪の目標制動力を演
算し、左右輪のうち目標制動力が小さい方の車輪の目標制動力に基づき回生制動力を決定
し、目標制動力が大きい方の車輪については摩擦制動力と回生制動力との和により目標制
動力を達成するよう構成された回生式制動制御装置が従来より知られており、また本願出
願人の出願にかかる下記の特許文献５に記載されている如く、制動力の前後配分比を目標
通りに維持しつつ回生効率を最大にする技術も既に知られている。
【０００３】
尚本願出願人の出願にかかる下記の特許文献２には、前輪及び後輪に回生制動装置を備え
た四輪駆動車に於いて車輌の安定性及び回生効率を最適にする技術が記載されており、ま
た本願出願人の出願にかかる下記の特許文献３及び４には、制動力の前後配分比を考慮し
て回生制動力を制御する回生式制動制御装置が記載されている。
【特許文献１】
特開２００２－１０４１５６号公報
【特許文献２】
特開２００１－１６９４０５号公報
【特許文献３】
特開平９－１０４３３３号公報
【特許文献４】
特開平７－２０３６０２号公報
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１乃至４の何れか

前記 前記

７



【特許文献５】
特開２００２－９５１０８号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上述の如き従来の回生式制動制御装置によれば、車輌の走行安定性や旋回性能を悪化させ
ることなく回生制動力を高くすることができるが、目標摩擦制動力及び目標回生制動力の
比率や制動力の前後配分比により回生制動力が一義的に決定されるため、回生制動力が付
与される車輪のタイヤに制動力発生の余裕がある場合にもその余裕を有効に利用して回生
制動力を増大せることができず、従って車輌全体の燃費を向上させる上でこの点に於いて
改善の余地がある。
【０００５】
本発明は、前後配分比等に応じて回生制動力を制御するよう構成された従来の回生式制動
制御装置に於ける上述の如き問題に鑑みてなされたものであり、本発明の主要な課題は、
回生制動力が付与される車輪のタイヤ負荷率、即ちタイヤが発生可能な力に対するタイヤ
が発生している力の比が小さく、タイヤに制動力発生の余裕がある場合には当該車輪の回
生制動力を増大させることにより、従来の回生式制動制御装置の場合に比して回生制動力
を高くすることである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上述の主要な課題は、本発明によれば、各車輪に個別に摩擦制動力を付与する摩擦制動
装置と、複数の車輪に回生制動力を付与する回生制動装置とを有する車輌用回生式制動制
御装置に於いて、

回生制動力が付与される車輪のタイヤ負荷率の指標値を演算し、タイヤ
負荷率の指標値が小さいときにはそれが大きいときに比して

車輌全体の制動力及び車輌の走行安定性を維持しつつ当該車輪の回生制動力
を増加させることを特徴とする車輌用回生式制動制御装置（請求項１の構成）、又は各車
輪に個別に摩擦制動力を付与する摩擦制動装置と、複数の車輪に回生制動力を付与する回
生制動装置とを有する車輌用回生式制動制御装置に於いて、前輪のタイヤ負荷率の指標値
を演算し、前輪のタイヤ負荷率の指標値に応じて回生制動力を変更することにより制動力
の前後配分比を変更することを特徴とする車輌用回生式制動制御装置（請求項 の構成）
によって達成される。
【０００７】
また本発明によれば、上述の主要な課題を効果的に達成すべく、上記請求項１の構成に於
いて、目標摩擦制動力及び目標回生制動力の総和が変化しないよう且つ車輌のヨーレート
が変化しないようタイヤ負荷率の指標値が小さい車輪の回生制動力を増加させることによ
り、車輌全体の制動力及び車輌の走行安定性を維持するよう構成される（請求項２の構成
）。
【０００８】
また本発明によれば、上述の主要な課題を効果的に達成すべく、上記請求項１及び２の構
成に於いて、各車輪のタイヤ前後力及び横力、各車輪の接地荷重、路面の摩擦係数を推定
し、これらに基づき各車輪のタイヤ負荷率の指標値を演算するよう構成される（請求項３
の構成）。
【０００９】
また本発明によれば、上述の主要な課題を効果的に達成すべく、上記請求項１及び２の構
成に於いて、車輌の運転状況に基づき車輌モデルの車輌状態量を推定し、車輌モデルの車
輌状態量と実際の車輌状態量との偏差に基づき車輌全体の車輪のタイヤ負荷率の指標値を
演算するよう構成される（請求項４の構成）。
【００１０】
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車輌の運転状況に基づき車輌の安定な走行状態を維持しつつ制動するた
めの各車輪の目標制動力を演算し、前記目標制動力に基づき目標摩擦制動力及び目標回生
制動力を演算し、

車輌全体の目標摩擦制動力及
び目標回生制動力の総和を変更することなく当該車輪の前記目標回生制動力を増加補正す
ることにより

７



　また本発明によれば、上述の主要な課題を効果的に達成すべく、上記請求項１乃至４
の構成に於いて、車輌の

するよう構成される（請求項５
の構成）。
【００１１】
　また本発明によれば、上述の主要な課題を効果的に達成すべく、上記請求項５の構成に
於いて、車輌の旋回度合が高いほど 目標回生制動力の増加補正量の低減量を大きくし

目標回生制動力の増加補正量を小さくするよう構成される（請求項６の構成）。
【００１３】
　また本発明によれば、上述の主要な課題を効果的に達成すべく、上記請求項 の構成に
於いて、前輪の回生可能量は後輪の回生可能量よりも大きく、前輪のタイヤ負荷率の指標
値が小さいときにはそれが大きいときに比して前輪の制動力配分が大きくなるよう前輪の
タイヤ負荷率の指標値に応じて回生制動力を変更するよう構成される（請求項 の構成）
。
【００１４】
【発明の作用及び効果】
　上記請求項１の構成によれば、

回生制動力が付与される車輪のタイヤ負荷率の
指標値が演算され、タイヤ負荷率の指標値が小さいときにはそれが大きいときに比して

車輌全体の制動力及び車輌の走行安定性を維持しつつ
当該車輪の回生制動力が増加されるので、タイヤ負荷率が小さい車輪についてはそのタイ
ヤの力発生能力を有効に利用して回生制動力を増大させることができ、これにより車輌全
体の制動力を変更したり車輌の走行安定性を損なうことなく回生制動量を増大させて車輌
全体の燃費を向上させることができる。
【００１５】
また上記請求項２の構成によれば、目標摩擦制動力及び目標回生制動力の総和が変化しな
いよう且つ車輌のヨーレートが変化しないようタイヤ負荷率の指標値が小さい車輪の回生
制動力を増加させることにより、車輌全体の制動力及び車輌の走行安定性が維持されるの
で、車輌全体の制動力及び車輌の走行安定性を確実に維持しつつ、回生制動量を増大させ
て車輌全体の燃費を向上させることができる。
【００１６】
また上記請求項３の構成によれば、各車輪のタイヤ前後力及び横力、各車輪の接地荷重、
路面の摩擦係数が推定され、これらに基づき各車輪のタイヤ負荷率の指標値が演算される
ので、各車輪のタイヤ前後力及び横力に基づき各車輪のタイヤが発生している力を推定し
、各車輪の接地荷重及び路面の摩擦係数に基づき各車輪のタイヤが発生可能な力を推定す
ることができ、これにより各車輪のタイヤ負荷率の指標値を正確に演算することができる
。
【００１７】
また上記請求項４の構成によれば、車輌の運転状況に基づき車輌モデルの車輌状態量が推
定され、車輌モデルの車輌状態量と実際の車輌状態量との偏差に基づき車輌全体の車輪の
タイヤ負荷率の指標値が演算されるが、車輌モデルの車輌状態量と実際の車輌状態量との
偏差は車輌全体としての車輪のタイヤ負荷率に対応しており、前記偏差の大きさが大きい
ほど車輌全体としての車輪のタイヤ負荷率が大きいので、車輌全体の車輪のタイヤ負荷率
の指標値を簡便に演算することができる。
【００１８】
　また上記請求項５の構成によれば、車輌の

されるので、 回
生制動
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の
何れか 旋回度合を判定し、車輌の旋回度合が高いときにはそれが
低いときに比して前記目標回生制動力の増加補正量を低減

前記
前記

７

８

車輌の運転状況に基づき車輌の安定な走行状態を維持し
つつ制動するための各車輪の目標制動力が演算され、目標制動力に基づき目標摩擦制動力
及び目標回生制動力が演算されると共に、

車
輌全体の目標摩擦制動力及び目標回生制動力の総和を変更することなく当該車輪の目標回
生制動力を増加補正することにより

旋回度合が判定され、車輌の旋回度合が高い
ときにはそれが低いときに比して目標回生制動力の増加補正量が低減 目標

力の増加補正に伴い制動力の移動が行われる場合にも、車輌の旋回度合が高く車輌



を確実に することができる。
【００１９】
また上記請求項６の構成によれば、車輌の旋回度合が高いほど目標回生制動力の増加補正
量の低減量が大きくされ目標回生制動力の増加補正量が小さくされるので、車輌の走行安
定性が低下し易いほど目標回生制動力の増加補正量が小さくすることができ、これにより
目標回生制動力の増加補正及びこれに伴う制動力の配分比の変動に起因して車輌の旋回時
の走行安定性が低下することを効果的に防止することができる。
【００２１】
　また上記請求項 の構成によれば、前輪のタイヤ負荷率の指標値が演算され、前輪のタ
イヤ負荷率の指標値に応じて制動力の前後配分比が変更されることにより回生制動力が増
大されるので、前輪タイヤの力発生の余裕に応じて制動力の前後配分比を変更することに
より回生制動力を増大させ、これにより車輌の走行安定性の低下を防止しつつ回生制動力
を増大させることができる。
【００２２】
　また上記請求項 の構成によれば、前輪の回生可能量は後輪の回生可能量よりも大きく
、前輪のタイヤ負荷率の指標値が小さいときにはそれが大きいときに比して前輪の制動力
配分が大きくなるよう前輪のタイヤ負荷率の指標値に応じて回生制動力が変更されるので
、前輪タイヤの力発生の余裕が高いほど制動力の前後配分比を前輪寄りにして車輌の走行
安定性の低下を確実に防止すると共に前輪の回生制動力を増大させて車輌全体の回生制動
量を増大させることができる。
【００２３】
【課題解決手段の好ましい態様】
　本発明の一つの好ましい態様によれば、上記請求項１乃至 の構成に於いて、
タイヤ負荷率の指標値が小さいほど当該車輪の回生制動力の増加量が大きくなるようタイ
ヤ負荷率の指標値に応じて回生制動力の増加量を可変制御するよう構成される（好ましい
態様１）。
【００２５】
　本発明の他の一つの好ましい態様によれば、上記請求項 又は の構成に於いて、車輌
の運転状況に基づき 各車輪の目標制動
力を演算し、各車輪の目標制動力に基づき目標摩擦制動力及び目標回生制動力を演算する
よう構成される（好ましい態様 ）。
【００２６】
　本発明の他の一つの好ましい態様によれば、上記好ましい態様 の構成に於いて、車輌
の運転状況に基づき車輌の目標前後力、目標横力、目標ヨーモーメントを演算し、車輌の
走行安定性を維持しつつ車輌の目標前後力、目標横力、目標ヨーモーメントを達成する各
車輪の目標制動力を演算するよう構成される（好ましい態様 ）。
【００２７】
　本発明の他の一つの好ましい態様によれば、上記好ましい態様 の構成に於いて、前輪
のタイヤ負荷率の指標値が小さいときにはそれが大きいときに比して前輪の制動力配分が
大きくなるよう各車輪の目標制動力を演算するよう構成される（好ましい態様 ）。
【００２８】
　本発明の他の一つの好ましい態様によれば、上記請求項１乃至 の構成に於い
て、車輌は前輪に回生制動装置を有する前輪駆動車であるよう構成される（好ましい態様

）。
【００２９】
　本発明の他の一つの好ましい態様によれば、上記好ましい態様 の構成に於いて、回生
制動装置は左右前輪に共通の回生制動装置であるよう構成される（好ましい態様 ）。
【００３０】
　本発明の他の一つの好ましい態様によれば、上記請求項１乃至 の構成に於い

10

20

30

40

50

(5) JP 3997923 B2 2007.10.24

の走行安定性が低下し易い状況に於いて目標回生制動力の増加補正及び制動力の移動に起
因して車輌の走行安定性が低下する虞れ 低減

７

８

６の何れか

７ ８
車輌の安定な走行状態を維持しつつ制動するための

２

２

３

３

４

８の何れか

５

５
６

８の何れか



て、車輌は前輪及び後輪に回生制動装置を有する四輪駆動車であるよう構成される（好ま
しい態様 ）。
【００３１】
　本発明の他の一つの好ましい態様によれば、上記好ましい態様 の構成に於いて、前輪
の回生制動装置は左右前輪に共通の回生制動装置であり、後輪の回生制動装置は左右前輪
に共通の回生制動装置であるよう構成される（好ましい態様 ）。
【００３２】
　本発明の他の一つの好ましい態様によれば、上記請求項１乃至 の構成に於いて
、車輌は各車輪に回生制動装置を有する四輪駆動車であるよう構成される（好ましい態様

）。
【００３３】
以下に添付の図を参照しつつ、本発明を幾つかの好ましい実施の形態（以下単に実施形態
という）について詳細に説明する。
【００３４】

図１はハイブリッドエンジンが搭載された前輪駆動式の車輌に適用された本発明による回
生式制動制御装置の第一の実施形態を示す概略構成図である。
【００３５】
図１に於いて、１０は前輪を駆動するハイブリッドエンジンを示しており、ハイブリッド
エンジン１０はガソリンエンジン１２と電動発電機１４とを含んでいる。ガソリンエンジ
ン１２の出力軸１６はクラッチを内蔵する無段変速機１８の入力軸に連結されており、無
段変速機１８の入力軸は電動発電機１４の出力軸２０にも連結されている。無段変速機１
８の出力軸１９の回転はフロントディファレンシャル２２を介して左右前輪用車軸２４ FL
及び２４ FRへ伝達され、これにより左右の前輪２４ FL及び２４ FRが回転駆動される。
【００３６】
ハイブリッドエンジン１０のガソリンエンジン１２及び電動発電機１４はエンジン制御装
置２８により運転者による図には示されていないアクセルペダルの踏み込み量及び車輌の
走行状況に応じて制御される。また電動発電機１４は前輪用回生制動装置３０の発電機と
しても機能し、回生発電機としての機能（回生制動）もエンジン制御装置２８により制御
される。
【００３７】
特に図示の実施形態に於いては、ハイブリッドエンジン１０は図には示されていないシフ
トレバーがＤレンジにある通常走行時にはガソリンエンジン１２又はガソリンエンジン１
２と電動発電機１４とにより駆動力又はエンジンブレーキ力を発生し（通常運転モード）
、シフトレバーがＤレンジにあるが負荷が低いときには電動発電機１４のみにより駆動力
を発生し（電気自動車モード）、シフトレバーがＢレンジにあるときにもガソリンエンジ
ン１２と電動発電機１４とにより駆動力又はエンジンブレーキ力を発生するが、その場合
のエンジンブレーキ力はＤレンジの場合よりも高く（エンジンブレーキモード）、シフト
レバーがＤレンジにあり運転者によりブレーキペダル３２が踏み込まれたときにも電動発
電機１４は回生発電機として機能する。
【００３８】
左右の前輪２６ FL、２６ FR及び左右の後輪３４ RL、３４ RRの摩擦制動力は摩擦制動装置４
４の油圧回路４６により対応するホイールシリンダ４８ FL、４８ FR、４８ RL、４８ RRの制
動圧が制御されることによって制御される。図には示されていないが、油圧回路４６はリ
ザーバ、オイルポンプ、種々の弁装置等を含み、各ホイールシリンダの制動圧力は通常時
には運転者によるブレーキペダル３２の踏み込み量及びブレーキペダル３２の踏み込みに
応じて駆動されるマスタシリンダ５０の圧力に応じて摩擦制動装置用制御装置としての制
動制御装置５２により制御される。
【００３９】
エンジン制御装置２８にはアクセルペダルセンサ５４よりアクセルペダルの踏み込み量を
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示す信号、シフトポジション（ＳＰ）センサ５６より無段変速機１８のシフト位置を示す
信号、制動制御装置５２より前輪の目標回生制動力Ｆ rgftを示す信号がそれぞれ入力され
る。
【００４０】
車輪１０ FR～１０ RLに近接した位置にはそれぞれ各車輪のホイールシリンダ４８ FR、４８
FL、４８ RR、４８ RL内の圧力Ｐ i（ｉ＝ fr、 fl、 rr、 rl）を検出する圧力センサ５８ FR、
５８ FL、５８ RR、５８ RLが設けられ、図には示されていないがステアリングホイールが連
結されたステアリングコラムには操舵角φを検出する操舵角センサ６０が設けられている
。
【００４１】
また車輌１２にはそれぞれ車輌のヨーレートγを検出するヨーレートセンサ６２、前後加
速度Ｇ xを検出する前後加速度センサ６４、横加速度Ｇ yを検出する横加速度センサ６６、
車速Ｖを検出する車速センサ６８が設けられている。尚操舵角センサ６０、ヨーレートセ
ンサ６２及び横加速度センサ６６は車輌の左旋回方向を正としてそれぞれ操舵角、ヨーレ
ート及び横加速度を検出する。
【００４２】
図示の如く、圧力センサ５８ FR～５８ RLにより検出されたホイールシリンダ内圧力Ｐ iを
示す信号、操舵角センサ６０により検出された操舵角φを示す信号、ヨーレートセンサ６
２により検出されたヨーレートγを示す信号、前後加速度センサ６４により検出された前
後加速度Ｇ xを示す信号、横加速度センサ６６により検出された横加速度Ｇ yを示す信号、
車速センサ６８により検出された車速Ｖを示す信号は制動制御装置５２に入力される。
【００４３】
尚エンジン制御装置２８及び制動制御装置５２は実際にはそれぞれ例えばＣＰＵ、ＲＯＭ
、ＲＡＭ、入出力装置を含むマイクロコンピュータと駆動回路とを含む一般的な構成のも
のであってよい。
【００４４】
後に詳細に説明する如く、制動制御装置５２は、後述の如く図２に示されたルーチンに従
って車輌の運転状態に基づき車輌の安定な走行状態を維持しつつ制動するための各車輪の
目標制動力Ｆ xti（ｉ＝ fr、 fl、 rr、 rl）を演算し、目標制動力Ｆ xtiに基づき前輪の基本
回生制動力Ｆ bbrgft及び後輪の基本回生制動力Ｆ bbrgrtを演算する。
【００４５】
また制動制御装置５２は、前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfを演算し、前輪のタイヤ負荷率Ｌ trf
が小さいほど大きくなるよう前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfに基づきタイヤ負荷率に基づく調
整係数Ｒ trを演算し、車輌の旋回度合を示す車輌のヨーレートγの絶対値が大きいほど小
さくなるよう車輌のヨーレートγの絶対値に基づき旋回度合に基づく調整係数Ｒ strを演
算し、タイヤ負荷に基づく調整係数Ｒ trと旋回度合に基づく調整係数Ｒ strとの積として
回生量調整係数Ｒを演算し、回生量調整係数Ｒと後輪の基本回生制動力Ｆ bbrgrtとの積と
して後輪より前輪への回生制動力の移行量ΔＦ brgを演算する。
【００４６】
　そして制動制御装置５２は、前輪の基本回生制動力Ｆ bbrgftと回生制動力の移行量ΔＦ
brgとの和として前輪の目標回生制動力Ｆ brg を演算し、各車輪の目標制動力Ｆ xtiより
前輪の目標回生制動力Ｆ brg の２分の１又は後輪より前輪への移行量ΔＦ brgの２分の１
が減算された値として各車輪の目標摩擦制動力Ｆ bpti（ｉ＝ fr、 fl、 rr、 rl）を演算し、
エンジン制御装置２８と共働して前輪の目標回生制動力Ｆ brg 及び各車輪の目標摩擦制
動力Ｆ bptiが達成されるよう各車輪の制動力を制御する。
【００４７】
特に制動制御装置５２は、後述の如く図３乃至図７に示されたフローチャートに従い、各
輪のスリップ率Ｓ iが０であるときの車輌の前後力Ｆ xso、横力Ｆ yso、モーメントＭ soと
車輌の挙動を安定化させるための目標前後力Ｆ xt及び目標モーメントＭ tとの和として車
輌の目標前後力Ｆ xa、横力Ｆ ya、モーメントＭ aを演算し、各輪のスリップ率の微小な変
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化ｄＳ iに対する車輌の前後力、横力、モーメントの変化ｄＦ x、ｄＦ y、ｄＭを示す微係
数∂Ｆ xi／∂Ｓ i、∂Ｆ yi／∂Ｓ i、∂Ｍ i／∂Ｓ iを演算する。
【００４８】
また制動制御装置５２は、目標前後力Ｆ xaと実際の前後力Ｆ xとの差、目標横力Ｆ yaと実
際の横力Ｆ yとの差、目標モーメントＭ aと実際のモーメントＭとの差及び微係数∂Ｆ xi／
∂Ｓ i、∂Ｆ yi／∂Ｓ i、∂Ｍ i／∂Ｓ iに基づき収束演算により前後力の修正量δＦ x、横
力の修正量δＦ y、モーメントの修正量δＭを演算し、前後力、横力、モーメントの修正
量を達成するための各輪のスリップ率の修正量δＳ iを演算し、前回演算された目標スリ
ップ率をスリップ率修正量δＳ iにて修正することにより今回の目標スリップ率Ｓ aiを演
算し、必要に応じて目標スリップ率Ｓ aiを補正し、目標スリップ率Ｓ aiに基づき各車輪の
目標制動力Ｆ xtiを演算する。
【００４９】
尚エンジン制御装置２８によるハイブリッドエンジン１０の運転モードの制御及びガソリ
ンエンジン１２の制御は本発明の要旨をなすものではなく、これらの制御は当技術分野に
於いて公知の任意の要領にて実施されてよい。
【００５０】
次に図示の第一の実施形態に於ける各車輪の目標制動力の演算の基本原理について説明す
る。尚目標制動力の演算の基本原理は後述の他の実施形態についても同様である。
【００５１】
まず制動時の横力の低下、荷重移動、タイヤスリップ角、路面の摩擦係数が考慮されるブ
ラッシュタイヤモデルに基づき、各輪のタイヤが発生する前後力Ｆ txi及び横力Ｆ tyi（ｉ
＝ fr、 fl、 rr、 rl）を求め、また微小なスリップ率の変化によるタイヤ前後力変化及び横
力変化を求める。
【００５２】
図９に示されている如く、各輪のタイヤ１００の発生力Ｆ ti、即ち前後力Ｆ txi 及び横力
Ｆ tyiの合力がタイヤの縦方向に対しなす角度をθ iとし、タイヤのスリップ角をβ iとし
、タイヤのスリップ率をＳ i（制動時が正、－∞＜Ｓ i＜１．０）とし、路面の摩擦係数を
μとし、タイヤの接地荷重をＷ iとし、Ｋ s及びＫ bを係数（正の定数）とすると、タイヤ
がロック状態にはない場合（ξ i≧０の場合）の前後力Ｆ txi及び横力Ｆ tyiはそれぞれ下
記の式１及び２にて表され、タイヤがロック状態にある場合（ξ i＜０の場合）の前後力
Ｆ txi及び横力Ｆ tyiはそれぞれ下記の式３及び４にて表される。
【数１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５３】
尚係数Ｋ bは図１０に示されている如く、スリップ率Ｓ iが０であるときのタイヤのスリッ
プ角β iに対する横力Ｆ tyiのグラフの原点に於ける傾きであり、係数Ｋ sは図１１に示さ
れている如く、スリップ角β iが０であるときのタイヤのスリップ率Ｓ iに対する前後力Ｆ
txiのグラフの原点に於ける傾きである。また cosθ、 sinθ、λ、ξはそれぞれ下記の式
５～８にて表される。
【数２】
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【００５４】
上記式１～４をスリップ率Ｓ iにて偏微分することにより、微小なスリップ率の変化に対
する前後力変化及び横力変化（タイヤ座標系）を演算する（下記の式９及び１０）。
【数３】
　
　
　
　
　
　
【００５５】
次に下記の式１１～１８に従って右前輪（ fr）、左前輪（ fl）、右後輪（ rr）、左後輪（
rl）の各タイヤの前後力及び横力（タイヤ座標系）を車輌座標系に変換して車輌の重心に
作用する前後力Ｆ xi及び横力Ｆ yiを演算すると共に、モーメントＭ iを演算する。尚下記
の各式に於いて、φ f及びφ rはそれぞれ前輪及び後輪の舵角であり、Ｔ rは車輌のトレッ
ド幅であり、Ｌ f及びＬ rはそれぞれ車輌の重心から前輪車軸及び後輪車軸までの距離であ
り、Ｔ（φ f）及びＴ（φ r）はそれぞれ下記の式１９及び２０にて表される値である。
【００５６】
【数４】
　
　
　
　
　
　
　
【数５】
　
　
　
　
　
　
　
【数６】
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【数７】
　
　
　
　
　
　
　
【数８】
　
　
　
　
　
　
　
【００５７】
同様に、下記の式２１～２８に従って右前輪（ fr）、左前輪（ fl）、右後輪（ rr）、左後
輪（ rl）の各タイヤの前後力及び横力の偏微分値（タイヤ座標系）を車輌座標系に変換し
て車輌に作用する前後力及び横力の偏微分値（微係数）を演算すると共に、モーメントの
偏微分値（微係数）を演算する。
【００５８】
【数９】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【数１０】

10

20

30

40

(10) JP 3997923 B2 2007.10.24



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【数１１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【数１２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５９】
次に各輪のスリップ率が目標スリップ率Ｓ iであるときに発生する車輌の前後力Ｆ x、横力
Ｆ y、モーメントＭをそれぞれ各輪による前後力Ｆ xi、横力Ｆ yi、モーメントＭ iの和とし
て下記の式２９に従って推定演算する。
【数１３】
　
　
　
　
　
　
【００６０】
次に下記の（Ａ）及び（Ｂ）の考え方に基づき、下記の式３０及び３１に従って目標前後
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力Ｆ xa、目標横力Ｆ ya、目標モーメントＭ aを演算する。尚下記の式３０の右辺はスリッ
プ率が０であるときに各輪により発生される前後力、横力、モーメントを表している。
【００６１】
（Ａ）車輌の運動制御により車輌の挙動を安定化させるための目標前後力Ｆ xt及び目標モ
ーメントＭ tは運動制御していないとき（スリップ率Ｓ iが０であるとき）に発生する前後
力Ｆ xso 及びモーメントＭ soに対する上乗せ量であると見なす。
【００６２】
（Ｂ）運動制御していないときの横力Ｆ yso を目標横力Ｆ yaとすることにより、運動制御
時の横力の低下を極力減らす。
【数１４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６３】
被制御４輪のスリップ率の微小な変化ｄＳ i による車体に作用する前後力の変化ｄＦ x、
横力の変化ｄＦ y、モーメントの変化ｄＭは下記の式３２により表される。尚下記の式３
２に於いて、ｄＳ fr、ｄＳ fl、ｄＳ rr、ｄＳ rlはそれぞれ右前輪、左前輪、右後輪、左後
輪のスリップ率の微小変化量であり、Ｊはヤコビ行列である。
【数１５】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６４】
次に目標前後力Ｆ xa、目標横力Ｆ ya、目標モーメントＭ aを実現するスリップ率Ｓ iを演算
する。ただしこのスリップ率を解析的に解くことは困難であるため、以下の収束演算によ
り求める。
【００６５】
いま現在の前後力、横力、モーメントと目標前後力、目標横力、目標モーメントとの差を
Δとすると、Δは下記の式３３により表され、このΔを０にするスリップ率修正量のうち
、Ｔをトランスポートとして下記の式３４にて表される評価関数Ｌを最小化するスリップ
率修正量δＳを求める。
【００６６】
【数１６】
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Ｌ＝δＳ TＷ dsδＳ＋（Ｓ＋δＳ） TＷ s （Ｓ＋δＳ）＋Ｅ TＷ fＥ……（３４）
【００６７】
尚上記式３４の右辺第１項は目標スリップ率のスリップ率修正量δＳを制限するための項
であり、第２項は目標スリップ率を制限するための項であり、第３項は前後力、横力、モ
ーメントがそれぞれ目標前後力、目標横力、目標モーメントに追従することを保証するた
めの項である。
【００６８】
式３４の評価関数Ｌを最小化するスリップ率修正量δＳは下記の式３５の通りである。た
だしＦ x、Ｆ y、Ｍはそれぞれ現在の被制御輪のスリップ率で発生している前後力、横力、
モーメント（式２９）であり、Ｆ xa、Ｆ ya、Ｍ aはそれぞれ目標前後力、目標横力、目標
モーメント（式３１）であり、Ｓ及びδＳはそれぞれ各輪のスリップ率（下記の式３６）
及びスリップ率修正量（下記の式３７）であり、ＥはΔとδＳによる前後力、横力、モー
メントの修正量との差（下記の式３８）であり、Ｗ dsはスリップ率修正量δＳに対する重
み（下記の式３９）であり、Ｗ sはスリップ率Ｓに対する重み（下記の式４０）であり、
Ｗ fは各力に対する重み（下記の式４１）であり、各重みは０又は正の値である。
【００６９】
δＳ＝（Ｗ ds＋Ｗ s＋Ｊ TＷ fＪ） - 1（－Ｗ sＳ＋Ｊ TＷ fΔ）……（３５）
【数１７】
　
　
　
　
　
　
【数１８】
　
　
　
　
　
　
　
【数１９】
　
　
　
　
　
【数２０】
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【数２１】
　
　
　
　
　
　
　
【数２２】
　
　
　
　
　
【００７０】
従って前回の目標スリップ率Ｓ aiをスリップ率修正量δＳ iにて修正することにより、目
標前後力Ｆ xa、目標横力Ｆ ya、目標モーメントＭ aを達成する四輪の目標スリップ率Ｓ ai
を演算することができ、目標スリップ率Ｓ aiに基づき各車輪の目標制動力Ｆ xtiを演算す
ることができる。
【００７１】
次に図２に示されたフローチャートを参照して図示の第一の実施形態に於ける制動制御に
ついて説明する。尚図２に示されたフローチャートによる制御は図には示されていないイ
グニッションスイッチの閉成により開始され、所定の時間毎に繰返し実行される。
【００７２】
まずステップ５０に於いては各センサの検出値を示す信号の読み込みが行われ、ステップ
１００に於いては後に詳細に説明する如く図５乃至図１０に示されたフローチャートに従
って各車輪の目標制動力Ｆ xti（ｉ＝ fr、 fl、 rr、 rl）が演算される。
【００７３】
ステップ６００に於いては左右前輪の目標制動力Ｆ xtfl及びＦ xtfrのうち小さい方の値の
２倍として前輪の基本回生制動力Ｆ bbrgftが演算されると共に、左右後輪の目標制動力Ｆ
xtrr及びＦ xtrlのうち小さい方の値の２倍として後輪の基本回生制動力Ｆ bbrgrtが演算さ
れる。
【００７４】
ステップ６５０に於いては車輌の前後加速度Ｇ x及び横加速度Ｇ yに基づき当技術分野に於
いて公知の要領にて各車輪の前後力Ｆ xi、横力Ｆ yi、及び各車輪の接地荷重Ｗ i（ｉ＝ fr
、 fl、 rr、 rl）が演算され、当技術分野に於いて公知の要領にて路面の摩擦係数μが演算
され、下記の式４２に従って左右前輪のタイヤ負荷率Ｌ tri（ｉ＝ fr、 fl）が演算され、
更に左右前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfr及びＬ trflのうち大きい方の値として前輪のタイヤ負
荷率Ｌ trfが演算される。
【数２３】
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【００７５】
ステップ７００に於いては前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfに基づき図１２に示されたグラフに
対応するマップより前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfが小さいほど大きくなるようタイヤ負荷率
に基づく調整係数Ｒ trが演算され、ステップ７５０に於いては車輌の旋回度合を示す車輌
のヨーレートγの絶対値に基づき図１３に示されたグラフに対応するマップより車輌のヨ
ーレートγの絶対値が大きいほど小さくなるよう旋回度合に基づく調整係数Ｒ strが演算
される。
【００７６】
ステップ８００に於いてはタイヤ負荷率に基づく調整係数Ｒ trと旋回度合に基づく調整係
数Ｒ strとの積として回生量調整係数Ｒが演算され、ステップ８５０に於いては下記の式
４３に従って回生量調整係数Ｒと後輪の基本回生制動力Ｆ bbrgrtとの積として後輪より前
輪への回生制動力の移行量ΔＦ brgが演算される。
ΔＦ brg＝Ｒ・Ｆ bbrgrt　　……（４３）
【００７７】
　ステップ９００に於いては後述のステップ９５０に於いて演算される左右前輪の目標回
生制動力Ｆ brg の２分の１と後述のステップ１０００に於いて演算される目標摩擦制動
力Ｆ bptiとの和を左右前輪の前後力として演算される左右前輪のタイヤ負荷率のうち大き
い方の値がＣ a（１以下の１に近い正の定数）以下となるよう回生制動力の移行量ΔＦ brg
がガード処理される。
【００７８】
　ステップ９５０に於いては下記の式４４に従って前輪の基本回生制動力Ｆ bbrgftとガー
ド処理後の回生制動力の移行量ΔＦ brgとの和として前輪の目標回生制動力Ｆ brg が演算
される。
　　Ｆ brg ＝Ｆ bbrgft＋ΔＦ brg　　……（４４）
【００７９】
ステップ１０００に於いては下記の式４５～４８に従って各車輪の目標摩擦制動力Ｆ bpti
（ｉ＝ fr、 fl、 rr、 rl）が演算される。
Ｆ bptfr＝Ｆ xtfr－Ｆ brgft／２　　……（４５）
Ｆ bptfl＝Ｆ xtfl－Ｆ brgft／２　　……（４６）
Ｆ bptrr＝Ｆ xtrr－ΔＦ brg／２　　……（４７）
Ｆ bptrl＝Ｆ xtrl－ΔＦ brg／２　　……（４８）
【００８０】
　ステップ１０５０に於いては前輪の目標回生制動力Ｆ brg を示す信号がエンジン制御
装置２８へ出力され、エンジン制御装置２８により前輪の目標回生制動力Ｆ brg に基づ
き回生制動装置３０が制御されることにより回生制動の制御が実行される。
【００８１】
またステップ１０５０に於いては各車輪の目標摩擦制動力Ｆ bptiに基づき各車輪の目標制
動圧Ｐ bptiが演算されると共に、各車輪の制動圧が目標制動圧Ｐ bptiになるよう油圧回路
４６が制御されることによって各車輪の摩擦制動の制御が実行される。
【００８２】
次に図３に示されたフローチャートを参照して上述のステップ１００に於ける各車輪の目
標制動力演算ルーチンについて説明する。
【００８３】
まずステップ１５０に於いては図４に示されたルーチンに従って後輪のスリップ角β r が
演算され、ステップ２００に於いては図５に示されたルーチンに従って前回のステップ５
００に於いて演算された目標スリップ率での車輌の前後力Ｆ x、横力Ｆ y、モーメントＭ、
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即ち現在の前後力、横力、モーメントが演算され、ステップ２５０に於いては図６に示さ
れたルーチンに従って車輌の目標前後力Ｆ xa、目標横力Ｆ ya、目標モーメントＭ aが演算
される。
【００８４】
ステップ３００に於いては上記式９及び１０に従って微小なスリップ率の変化に対する各
輪の前後力の変化及び横力の変化が演算されると共に、上記式２１～２８及び式３２に従
って車輌の前後力の微係数∂Ｆ xi／∂Ｓ i、横力の微係数∂Ｆ yi／∂Ｓ i、モーメントの微
係数∂Ｍ i／∂Ｓ iが演算される。
【００８５】
ステップ３５０に於いては上記式３３に従ってそれぞれ前後力、横力、モーメントの目標
値Ｆ xa、Ｆ ya、Ｍ aと実際の値Ｆ x、Ｆ y、Ｍとの偏差として車輌の前後力の修正量δＦ x、
横力の修正量δＦ y、モーメントの修正量δＭが演算される。
【００８６】
ステップ４００に於いては現在の車輌の前後力、横力、モーメントと目標前後力、目標横
力、目標モーメントとの差Δを０にするスリップ率修正量のうち、上記式３４にて表され
る評価関数Ｌを最小化する各輪のスリップ率の修正量δＳ iが上記式３５に従って演算さ
れる。
【００８７】
ステップ４５０に於いては前回の目標スリップ率Ｓ aiとステップ４００に於いて演算され
たスリップ率の修正量δＳ aiとの和（Ｓ ai＋δＳ i）として修正後の各輪の目標スリップ
率Ｓ aiが演算される。
【００８８】
ステップ５００に於いては図７に示されたルーチンに従って各輪の目標スリップ率Ｓ aiが
必要に応じて補正され、ステップ５５０に於いては目標スリップ率Ｓ aiに基づき図には示
されていない車輌モデルに基づくマップより各輪の目標制動力Ｆ xtiが演算される。
【００８９】
図４に示された後輪のスリップ角β r演算ルーチンのステップ１５５に於いては、横加速
度Ｇ yと車速Ｖ及びヨーレートγの積Ｖγとの偏差Ｇ y－Ｖγとして横加速度の偏差、即ち
車輌の横すべり加速度Ｖ ydが演算され、横すべり加速度Ｖ ydが積分されることにより車体
の横すべり速度Ｖ yが演算され、車体の前後速度Ｖ x（＝車速Ｖ）に対する車体の横すべり
速度Ｖ yの比Ｖ y／Ｖ xとして車体のスリップ角βが演算される。
【００９０】
ステップ１６０に於いてはＬ rを車輌の重心と後輪車軸との間の車輌前後方向の距離とし
て下記の式４９に従って後輪のスリップ角β r が演算される。尚後輪のスリップ角β rは
後輪のころがり方向に対し後輪のすべり方向が反時計廻り方向にある場合が正である。
β r＝β－Ｌ rγ／Ｖ　……（４９）
【００９１】
ステップ１６５に於いては基準値β rcを正の定数として後輪のスリップ角β rが基準値β r
cを越えているか否かの判別が行われ、否定判別が行われたときにはステップ１７５へ進
み、肯定判別が行われたときにはステップ１７０に於いて後輪のスリップ角β rが基準値
β rcに設定される。
【００９２】
同様にステップ１７５に於いては後輪のスリップ角β rが－β rc未満であるか否かの判別
が行われ、否定判別が行われたときにはそのままステップ２００へ進み、肯定判別が行わ
れたときにはステップ１８０に於いて後輪のスリップ角β rが－β rcに設定され、しかる
後ステップ２００へ進む。
【００９３】
図５に示された目標スリップ率での車輌の前後力Ｆ x、横力Ｆ y、モーメントＭ演算ルーチ
ンのステップ２０５に於いては、操舵角φに基づき前輪の実舵角φ fが演算されると共に
、Ｌ fを車輌の重心と前輪車軸との間の車輌前後方向の距離として下記の式５０に従って
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前輪のスリップ角β fが演算される。尚前輪のスリップ角β fも後輪のころがり方向に対し
後輪のすべり方向が反時計廻り方向にある場合が正である。
β f＝－φ f＋β＋Ｌ fγ／Ｖ　……（５０）
【００９４】
ステップ２１０に於いてはｇを重力加速度として車体の前後加速度Ｇ x及び横加速度Ｇ yに
基づき下記の式５１に従ってタイヤに対する路面の摩擦係数μが推定演算される。
μ＝（Ｇ x2＋Ｇ y2） 1 / 2／ｇ　……（５１）
【００９５】
ステップ２１５に於いては車体の前後加速度Ｇ x及び横加速度Ｇ yに基づき当技術分野に於
いて周知の要領にて各輪の荷重移動量ΔＷ iが演算されると共に、各輪の支持荷重Ｗ iが各
輪の静荷重Ｗ siと荷重移動量ΔＷ iとの和（Ｗ si＋ΔＷ i）として演算される。
【００９６】
ステップ２２０に於いては各輪のグリップ状態の判定値ξ iが上記式８に従って演算され
、ステップ２２５に於いては判定値ξ iが正又は０であるか否かの判別、即ち車輪がグリ
ップ状態にあるか否かの判別が行われ、肯定判別が行われたときにはそれぞれ上記式１及
び２に従って各輪の前後力Ｆ txi及び横力Ｆ tyiが演算され、否定判別が行われたときには
ステップ２３５に於いてそれぞれ上記式３及び４に従って各輪の前後力Ｆ txi及び横力Ｆ t
yiが演算される。尚ステップ２２５～２３５は各輪毎に実行される。
【００９７】
ステップ２４０に於いては車輌の前後力Ｆ x、横力Ｆ y、モーメントＭに対する各輪の成分
が上記式１１～２０に従って演算され、ステップ２４５に於いては上記式２９に従って車
輌の実際の前後力Ｆ x、実際の横力Ｆ y、実際のモーメントＭが演算され、しかる後ステッ
プ２５０へ進む。
【００９８】
図６に示された車輌の目標前後力Ｆ xa、目標横力Ｆ ya、目標モーメントＭ a演算ルーチン
のステップ２５５に於いては、Ｋ hをスタビリティファクタとしＨをホイールベースとし
て下記の式５２に従って目標ヨーレートγ cが演算されると共に、Ｔを時定数としｓをラ
プラス演算子として下記の式５３に従って基準ヨーレートγ tが演算される。尚目標ヨー
レートγ cは動的なヨーレートを考慮すべく車輌の横加速度Ｇ yを加味して演算されてもよ
い。
γ c＝Ｖφ／（１＋Ｋ hＶ 2）Ｈ　……（５２）
γ t＝γ c／（１＋Ｔｓ）　……（５３）
【００９９】
ステップ２６０に於いては下記の式５４に従ってドリフトアウト量ＤＶが演算される。尚
ドリフトアウト量ＤＶはＨをホイールベースとして下記の式５５に従って演算されてもよ
い。
ＤＶ＝（γ t－γ）　……（５４）
ＤＶ＝Ｈ（γ t－γ）／Ｖ　……（５５）
【０１００】
ステップ２６５に於いてはヨーレートγの符号に基づき車輌の旋回方向が判定され、ドリ
フトアウト状態量ＤＳが車輌が左旋回のときにはＤＶとして、車輌が右旋回のときには－
ＤＶとして演算され、演算結果が負の値のときにはドリフトアウト状態量は０とされる。
【０１０１】
ステップ２７０に於いてはドリフトアウト状態量ＤＳに基き図８に示されたグラフに対応
するマップより係数Ｋ gが演算され、ステップ２７５に於いてはＫ m1及びＫ m2をそれぞれ
正の定数とし、β dを車輌のスリップ角βの微分値とし、β t及びβ tdをそれぞれ車輌の目
標スリップ角及び目標スリップ角の微分値として下記の式５６に従って挙動制御の目標モ
ーメントＭ tが演算される。尚目標スリップ角β t及び目標スリップ角の微分値β tdは何れ
も０であってもよい。
Ｍ t＝Ｋ m1（β－β t）＋Ｋ m2（β d－β td）　……（５６）
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【０１０２】
ステップ２８０に於いては下記の式５７に従って係数Ｋ gと車輌の質量Ｍ assと重力加速度
ｇとの積として挙動制御の目標前後力Ｆ xtが演算される。
Ｆ xt＝－Ｋ gＭ assｇ　……（５７）
【０１０３】
ステップ２８５に於いては各輪のスリップ率Ｓ iが０であるときの車輌の前後力Ｆ xso、横
力Ｆ yso、モーメントＭ soが上記式３０に従って演算され、ステップ２９０に於いては車
輌の目標前後力Ｆ xa、横力Ｆ ya、モーメントＭ aが上記式３１に従って演算され、しかる
後ステップ３００へ進む。
【０１０４】
図７に示された目標スリップ率補正演算ルーチンのステップ５０５に於いては、目標モー
メントＭ aが負であり且つ後輪のスリップ角β rが正であり且つ車輌のヨーレートγが正で
あるか否かの判別が行われ、否定判別が行われたときにはステップ５１０へ進み、肯定判
別が行われたときにはステップ５１５に於いて後輪の目標スリップ率Ｓ rr及びＳ rlがそれ
ぞれ０に設定され、しかる後ステップ５５０へ進む。
【０１０５】
ステップ５１０に於いては目標モーメントＭ aが正であり且つ後輪のスリップ角β rが負で
あり且つ車輌のヨーレートγが負であるか否かの判別が行われ、肯定判別が行われたとき
にはステップ５１５へ進み、否定判別が行われたときにはそのままステップ５５０へ進む
。
【０１０６】
かくして図示の第一の実施形態によれば、ステップ１００に於いて車輌の運転状態に基づ
き車輌の安定な走行状態を維持しつつ制動するための各車輪の目標制動力Ｆ xtiが演算さ
れ、ステップ６００に於いて左右前輪の目標制動力Ｆ xtfl及びＦ xtfrに基づき前輪の基本
回生制動力Ｆ bbrgftが演算されると共に、左右後輪の目標制動力Ｆ xtrr及びＦ xtrlに基づ
き後輪の基本回生制動力Ｆ bbrgrtが演算される。
【０１０７】
またステップ６５０に於いて前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfが演算され、ステップ７００に於
いて前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfが小さいほど大きくなるよう前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfに基
づく調整係数Ｒ trが演算され、ステップ７５０に於いて車輌の旋回度合を示す車輌のヨー
レートγの絶対値が大きいほど小さくなるよう車輌のヨーレートγの絶対値に基づき旋回
度合に基づく調整係数Ｒ strが演算され、ステップ８００に於いてタイヤ負荷率に基づく
調整係数Ｒ trと旋回度合に基づく調整係数Ｒ strとの積として回生量調整係数Ｒが演算さ
れ、ステップ８５０に於いて回生量調整係数Ｒと後輪の基本回生制動力Ｆ bbrgrtとの積と
して後輪より前輪への回生制動力の移行量ΔＦ brgが演算される。
【０１０８】
　そしてステップ９５０に於いて前輪の基本回生制動力Ｆ bbrgftとガード処理後の回生制
動力の移行量ΔＦ brgとの和として前輪の目標回生制動力Ｆ brg が演算され、ステップ１
０００に於いて左右前輪の目標制動力Ｆ xtiより前輪の目標回生制動力Ｆ brg の２分の１
が減算された値として左右前輪の目標摩擦制動力Ｆ bptiが演算されると共に、左右後輪の
目標制動力Ｆ xtiより前輪への移行量ΔＦ brgの２分の１が減算された値として左右後輪の
目標摩擦制動力Ｆ bptiが演算され、ステップ１０５０に於いてエンジン制御装置２８と共
働して前輪の目標回生制動力Ｆ brg 及び各車輪の目標摩擦制動力Ｆ bptiが達成されるよ
う前輪の回生制動力が制御されると共に各車輪の摩擦制動力が制御される。
【０１０９】
従って図示の第一の実施形態によれば、前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfが小さく前輪が発生し
得る力に余裕があるほど前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfに基づく調整係数Ｒ trが大きい値に演
算され、これにより後輪より前輪への回生制動力の移行量ΔＦ brgが増大されるので、前
輪タイヤの力発生能力を有効に利用して回生制動装置３０による回生量を増大させ車輌全
体としての燃費を向上させることができる。

10

20

30

40

50

(18) JP 3997923 B2 2007.10.24

ft
ft

ft



【０１１０】
また図示の第一の実施形態によれば、左右前輪の回生制動力が同量増大され、左右前輪の
回生制動力が増大される量と同量の左右後輪の摩擦制動力が低減され、これにより制動力
の前後配分の変更に起因して車輌のヨーレートや車輌全体の制動力が変更されることがな
く、また前輪を限界状態にもたらすことなく後輪の横力発生の余裕が増大されるので、車
輌の走行安定性及び車輌の減速度を確実に維持しつつ回生量を増大させることができる。
【０１１１】
また図示の第一の実施形態によれば、ステップ１５０に於いて後輪のスリップ角β rが演
算され、ステップ２００に於いて現在の車輌の前後力Ｆ x、横力Ｆ y、モーメントＭが演算
され、ステップ２５０に於いて各輪のスリップ率Ｓ iが０であるときの車輌の前後力Ｆ xso
、横力Ｆ yso、モーメントＭ soと車輌の挙動を安定化させるための目標前後力Ｆ xt及び目
標モーメントＭ tとの和として車輌の目標前後力Ｆ xa、横力Ｆ ya、モーメントＭ aが演算さ
れ、ステップ３００に於いて各輪のスリップ率の微小な変化ｄＳ iに対する車輌の前後力
、横力、モーメントの変化ｄＦ x、ｄＦ y、ｄＭを示す微係数∂Ｆ xi／∂Ｓ i、∂Ｆ yi／∂
Ｓ i、∂Ｍ i／∂Ｓ iが演算される。
【０１１２】
またステップ３５０に於いて目標前後力Ｆ xaと実際の前後力Ｆ xとの差、目標横力Ｆ yaと
実際の横力Ｆ yとの差、目標モーメントＭ aと実際のモーメントＭとの差及び微係数∂Ｆ xi
／∂Ｓ i、∂Ｆ yi／∂Ｓ i、∂Ｍ i／∂Ｓ iに基づき収束演算により前後力の修正量δＦ x、
横力の修正量δＦ y、モーメントの修正量δＭが演算され、ステップ４００に於いて前後
力、横力、モーメントの修正量を達成するための各輪のスリップ率の修正量δＳ iが演算
され、ステップ４５０に於いて前回演算された目標スリップ率がスリップ率修正量δＳ i
にて修正されることにより今回の目標スリップ率Ｓ aiが演算され、ステップ５００に於い
て必要に応じて各車輪の目標スリップ率Ｓ aiが補正され、ステップ５５０に於いて目標ス
リップ率Ｓ aiに基づき各車輪の目標制動力Ｆ xtiが演算される。
【０１１３】
従って図示の第一の実施形態によれば、車輌の前後力Ｆ xが目標前後力Ｆ xaになり、横力
Ｆ yが目標横力Ｆ yaになり、モーメントＭが目標モーメントＭ aになるよう各車輪の制動力
が制御されるので、車輌の走行状態、特に旋回時の走行状態を確実に安定な状態に維持し
つつ回生制動装置３０による回生量を増大させることができ、この作用効果は後述の他の
実施形態に於いても得られる。
【０１１４】
また図示の第一の実施形態によれば、各輪のスリップ率修正量δＳ iは現在の車輌の前後
力、横力、モーメントと目標前後力、目標横力、目標モーメントとの差Δを０にするスリ
ップ率修正量のうち、上記式３４にて表される評価関数Ｌを最小化する各輪のスリップ率
の修正量として上記式３５に従って演算されるので、車輌や車輌の走行環境毎に各輪のス
リップ率と車輌の運動を安定化させるための前後力、横力、モーメントとの間の対応関係
を示す多数のマップを設定する必要がなく、これにより運動制御装置を簡便に構成するこ
とができ、また目標前後力、目標横力、目標モーメントを実現する各輪のスリップ率Ｓ i
が解析により演算される場合に比して迅速に目標スリップ率を演算することができ、これ
により車輌の走行状態を応答遅れなく安定な状態に維持することができ、この作用効果は
後述の他の実施形態に於いても得られる。
【０１１５】

図１４は前輪駆動用のハイブリッドエンジン及び後輪駆動用の電動発電機が搭載された四
輪駆動式の車輌に適用された本発明による回生式制動制御装置の第二の実施形態を示す概
略構成図である。尚図１４に於いて、図１に示された部材に対応する部材には図１に於い
て付された符号と同一の符号が付されている。
【０１１６】
この第二の実施形態に於いては、左右の後輪３４ RL及び３４ RRは車輌の駆動時に必要に応
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じて左右後輪用車軸３６ RL、３６ RR及び後輪用ディファレンシャル３８を介して後輪用回
生制動装置４０の電動発電機４２により駆動され、また車輌の制動時には必要に応じて左
右の後輪３４ RL及び３４ RRの回転が後輪用回生制動装置４０の電動発電機４２へ伝達され
、後輪についても回生制動が行われるようになっている。この電動発電機４２による後輪
の回生制動もエンジン制御装置２８により制御される。尚図示の実施形態に於いては、電
動発電機４２は補助的な駆動源であり、従って後輪用回生制動装置４０の回生定格は前輪
用回生制動装置３０の回生定格よりも小さい。
【０１１７】
図１５は第二の実施形態に於ける制動制御ルーチンを示すゼネラルフローチャートであり
、図１６は図１５に示されたフローチャートのステップ６１０に於いて実行される回生制
動力の基本移行量演算ルーチンを示すフローチャートである。尚図１５に於いて、図２に
示されたステップに対応するステップには図２に於いて付されたステップ番号と同一のス
テップ番号が付されている。
【０１１８】
この実施形態に於いては、図１５に示された制動制御ルーチンのステップ６００の次に実
行されるステップ６１０及びステップ８５０を除く他のステップは上述の第一の実施形態
の場合と同様に実行され、ステップ６１０に於いては後述の如く図１６に示されたフロー
チャートに従って回生制動力の基本移行量ΔＦ bbrgが演算され、しかる後ステップ６５０
へ進む。
【０１１９】
またステップ８５０に於いては下記の式５８に従って回生量調整係数Ｒと回生制動力の基
本移行量ΔＦ bbrgとの積として後輪より前輪への回生制動力の移行量ΔＦ brgが演算され
る。
ΔＦ brg＝Ｒ・ΔＦ bbrg　……（５８）
【０１２０】
また図１６に示されたフローチャートのステップ６１２に於いては後輪の目標回生制動力
Ｆ brgrtが後輪の回生制動装置４０の回生定格により決定される最大回生制動力Ｆ brgrlim
（正の定数）よりも大きいか否かの判別、即ち回生定格の点から後輪より前輪への回生制
動力の移行が必要であるか否かの判別が行われ、否定判別が行われたときにはステップ６
１６へ進み、肯定判別が行われたときにはステップ６１４へ進む。
【０１２１】
ステップ６１４に於いては前輪の目標回生制動力Ｆ brgftが前輪の回生制動装置３０の回
生定格により決定される最大回生制動力Ｆ brgflim（正の定数）未満であるか否かの判別
、即ち後輪より前輪への回生制動力の移行が可能であるか否かの判別が行われ、否定判別
が行われたときにはステップ６１６に於いて回生制動力の基本移行量ΔＦ bbrgが０に設定
され、肯定判別が行われたときにはステップ６１８へ進む。
【０１２２】
ステップ６１８に於いては後輪の超過回生制動力ΔＦ brgrが下記の式５９に従って演算さ
れ、また後輪より前輪への移行可能回生制動力ΔＦ brgfが下記の式６０に従って演算され
ると共に、超過回生制動力ΔＦ brgrが移行可能回生制動力ΔＦ brgf未満であるか否かの判
別が行われ、肯定判別が行われたときにはステップ６２０へ進み、否定判別が行われたと
きにはステップ６２２へ進む。
Δ Fbrgr＝Ｆ brgrt－Ｆ brgrlim　……（５９）
Δ Fbrgf＝Ｆ brgft－Ｆ brgflim　……（６０）
【０１２３】
ステップ６２０に於いては回生制動力の基本移行量ΔＦ bbrgが超過回生制動力ΔＦ brgrに
設定され、ステップ６２２に於いては回生制動力の基本移行量ΔＦ bbrgが増加可能回生制
動力ΔＦ brgfに設定され、ステップ６１６、６１８又は６２０が完了するとステップ６５
０へ進む。
【０１２４】
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かくして図示の第二の実施形態によれば、ステップ６１０に於いて図１６に示されたフロ
ーチャートに従って前輪用回生制動装置３０及び後輪用回生制動装置４０の回生定格の範
囲内にて回生制動力の基本移行量ΔＦ bbrgが演算され、ステップ８５０に於いて回生量調
整係数Ｒと回生制動力の基本移行量ΔＦ bbrgとの積として後輪より前輪への回生制動力の
移行量ΔＦ brgが演算されるので、前後輪に回生制動装置が設けられた車輌の場合にも回
生定格の範囲を越えて後輪より前輪への回生制動力の移行が行われることを確実に防止し
つつ、上述の第一の実施形態の場合と同様、前輪タイヤの力発生能力を有効に利用して回
生制動装置３０による回生量を増大させ車輌全体としての燃費を向上させることができる
と共に、車輌の走行安定性及び車輌の減速度を確実に維持しつつ回生量を増大させること
ができる。
【０１２５】
特に図示の第二の実施形態によれば、ステップ６１０に於いて図１６に示されたフローチ
ャートに従って、回生定格の点から後輪より前輪への回生制動力の移行が必要であり且つ
後輪より前輪への回生制動力の移行が可能であり且つ後輪の超過回生制動力ΔＦ brgrが後
輪より前輪への移行可能回生制動力ΔＦ brgf未満であると判定されると、ステップ６２０
に於いて回生制動力の基本移行量ΔＦ bbrgが後輪の超過回生制動力ΔＦ brgrに設定される
ので、後輪の基本回生制動力Ｆ bbrgrtが後輪用回生制動装置４０の回生定格を越える状況
に於いて、前輪用回生制動装置３０の回生定格を越えるよう後輪より前輪へ回生制動力の
移行が行われたり、後輪より前輪へ回生制動力の移行により後輪の回生制動力が後輪用回
生制動装置４０の回生定格よりも遥かに小さくなったりすることを確実に防止することが
でき、これにより前輪用回生制動装置３０及び後輪用回生制動装置４０の回生能力を最大
限に活かすことができる。
【０１２６】
尚上述の第一及び第二の実施形態によれば、ステップ７５０に於いて車輌のヨーレートγ
の絶対値が大きいほど小さくなるよう車輌のヨーレートγの絶対値に基づき旋回度合に基
づく調整係数Ｒ strが演算され、ステップ８００に於いてタイヤ負荷率に基づく調整係数
Ｒ trと旋回度合に基づく調整係数Ｒ strとの積として回生量調整係数Ｒが演算され、ステ
ップ８５０に於いて回生量調整係数Ｒと後輪の基本回生制動力Ｆ bbrgrtとの積として後輪
より前輪への回生制動力の移行量ΔＦ brgが演算されるので、車輌の旋回度合が高く制動
力の前後配分の変更に起因して車輌の旋回性能や走行安定性が影響を受け易いほど後輪よ
り前輪への回生制動力の移行量を小さくすることができ、従って調整係数Ｒ strによる回
生制動力の移行量の調整が行われない場合に比して、確実に良好な車輌の旋回性能や走行
安定性を確保することができる。
【０１２７】
　また第一及び第二の実施形態によればステップ８５０に於いて演算された回生制動力の
移行量ΔＦ brgに基づいてステップ９５０及び１０００に於いて演算される左右前輪の目
標回生制動力Ｆ brgt及び目標摩擦制動力Ｆ bptiにて左右前輪の回生制動力及び摩擦制動力
が制御された場合に左右前輪のタイヤ負荷率のうち大きい方の値がＣ a（１以下の１に近
い正の定数）を越えるときには、左右前輪のタイヤ負荷率のうち大きい方の値がＣ a以下
になるよう、ステップ９００に於いて回生制動力の移行量ΔＦ brgがガード処理されるの
で、回生制動力の移行量ΔＦ brgにて後輪より前輪 生制動力を移行することに起因し
て前輪の発生力が飽和 、特に前輪の横力が飽和することにより車輌の安定性が悪
化することを確実に防止することができる。
【０１２８】
また第一及び第二の実施形態によれば、ステップ６５０に於いて左右前輪のタイヤ負荷率
Ｌ trfr及びＬ trflが演算され、左右前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfr及びＬ trflのうち大きい方
の値として前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfが演算されるので、例えば前輪のタイヤ負荷率Ｌ trf
が左右前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfr及びＬ trflの平均値や左右前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfr及
びＬ trflのうち小さい方の値として演算される場合に比して、回生制動力の移行量ΔＦ br
gが過大な値に演算されること及び後輪より前輪へ過大な回生制動力が移行されることに
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起因して前輪の横力が飽和し車輌の安定性が悪化することを確実に防止することができる
。
【０１２９】

図１７は前輪駆動用のハイブリッドエンジンが搭載された前輪駆動式の車輌に適用された
本発明による回生式制動制御装置の第三の実施形態に於ける制動制御ルーチンを示すゼネ
ラルフローチャートであり、図１８は前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfと重みＷ sとの関係を示す
グラフである。尚図１７に於いて、図２に示されたステップに対応するステップには図２
に於いて付されたステップ番号と同一のステップ番号が付されている。
【０１３０】
この実施形態に於いては、ステップ５０の次に実行されるステップ６０に於いて上述の第
一の実施形態に於けるステップ６５０の場合と同様の要領にて前輪のタイヤ負荷率Ｌ trf
が演算され、ステップ７０に於いて前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfが小さいほど前輪の重みＷ s
fが大きくなり後輪の重みＷ srが小さくなるよう前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfに基づき図１８
に示されたグラフに対応するマップより重みＷ s(前輪の重みＷ sf及び後輪の重みＷ sr)が
演算される。
【０１３１】
またこの実施形態に於いては、ステップ１００は上述の第一の実施形態の場合と同様に実
行されるが、図３のステップ４００に於いて上記ステップ７０により演算された重みＷ s
を使用する式３４にて表される評価関数Ｌを最小化する各輪のスリップ率の修正量δＳ i
が上記式３５に従って演算される。
【０１３２】
更にこの実施形態に於いては、ステップ９５０に於いて左右前輪の目標制動力Ｆ xtfl及び
Ｆ xtfrのうち小さい方の値の２倍として前輪の目標回生制動力Ｆ brgftが演算され、ステ
ップ１０００に於いて上記式４５及び４６に従って右前輪及び左前輪の目標摩擦制動力Ｆ
bptfr、Ｆ bptflが演算される共に、右後輪及び左後輪の目標摩擦制動力Ｆ bptrr、Ｆ bptrl
がそれぞれステップ１００に於いて演算された右後輪及び左後輪の目標制動力Ｆ xtrr、Ｆ
xtrlに設定される。
【０１３３】
かくして図示の第三の実施形態によれば、ステップ７０に於いて前輪のタイヤ負荷率Ｌ tr
fが小さいほど前輪の重みＷ sfが大きく後輪の重みＷ srが小さくなるよう前輪のタイヤ負
荷率Ｌ trfに基づき前輪の重みＷ sf及び後輪の重みＷ srが演算され、ステップ４００に於
いてこれらの重みＷ sf及びＷ srを使用する式３４にて表される評価関数Ｌを最小化する各
輪のスリップ率の修正量δＳ iが演算されるので、前輪タイヤの力発生能力の余裕が高い
ほど車輌の安定な走行状態を維持しつつ制動力の前後配分が前輪寄りに制御され、従って
上述の第一の実施形態の場合と同様、前輪タイヤの力発生能力を有効に利用して回生制動
装置３０による回生量を増大させ車輌全体としての燃費を向上させることができると共に
、車輌の走行安定性及び車輌の減速度を確実に維持しつつ回生量を増大させることができ
る。
【０１３４】
また図示の第三の実施形態によれば、車輌の旋回度合に基づく調整係数Ｒ strの演算やこ
れに基づく後輪より前輪への回生制動力の移行量の調整は不要であるので、車輌の旋回性
能に影響を与えることなく、また上述の第一及び第二の実施形態の場合に比して容易に、
前輪のタイヤ負荷率に基づく制動力の前後配分の制御及び後輪より前輪への回生制動力の
移行量の制御を行うことができる。
【０１３５】

図１９は前輪駆動用のハイブリッドエンジン及び後輪駆動用の電動発電機が搭載された四
輪駆動式の車輌に適用された本発明による回生式制動制御装置の第四の実施形態に於ける
制動制御ルーチンを示すゼネラルフローチャートであり、図２０は前輪のタイヤ負荷率Ｌ
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trfが大きい場合（Ａ）及び前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfが小さい場合（Ｂ）について前輪及
び後輪の回生定格と目標回生制動力（ハッチング部分）を示す説明図である。尚図１９に
於いて、図１７に示されたステップに対応するステップには図１７に於いて付されたステ
ップ番号と同一のステップ番号が付されている。
【０１３６】
この実施形態に於いては、ステップ５０～７０及びステップ１００は上述の第三の実施形
態の場合と同様に実行されるが、ステップ７０に於いて演算される重みＷ s(前輪の重みＷ
sf及び後輪の重みＷ sr)は、前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfが小さいときには重みの比Ｗ sf／Ｗ
srが後輪用回生制動装置４０の回生定格に対する前輪用回生制動装置３０の回生定格の比
又はこれに近い値であり、前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfが大きいときには重みの比Ｗ sf／Ｗ s
rが車輌の走行状態が効果的に安定な状態に維持し得る値になるよう、前輪のタイヤ負荷
率Ｌ trfに基づき図１８に示されている如きマップより演算される。
【０１３７】
またこの実施形態に於いては、ステップ９５０に於いて左右前輪の目標制動力Ｆ xtfl及び
Ｆ xtfrのうち小さい方の値の２倍として前輪の目標回生制動力Ｆ brgftが演算されると共
に、左右後輪の目標制動力Ｆ xtrl及びＦ xtrrのうち小さい方の値の２倍として後輪の目標
回生制動力Ｆ brgrtが演算される。
【０１３８】
ステップ９５５に於いては前輪の目標回生制動力Ｆ brgftが前輪の回生制動装置３０の回
生定格により決定される最大回生制動力Ｆ brgflim（正の定数）よりも大きいか否かの判
別、即ち前輪について回生制動に加えて摩擦制動が行われる必要があるか否かの判別が行
われ、肯定判別が行われたときにはステップ９６０へ進み、否定判別が行われたときには
ステップ９６５へ進む。
【０１３９】
ステップ９６０に於いては前輪の目標回生制動力Ｆ brgftが最大回生制動力Ｆ brgflimに修
正されると共に、右前輪及び左前輪の目標摩擦制動力Ｆ bptfr、Ｆ bptflがそれぞれ下記の
式６１及び６２に従って演算され、ステップ９６５に於いては前輪の目標回生制動力Ｆ br
gftがステップ９５０に於いて演算された値に維持されると共に、右前輪及び左前輪の目
標摩擦制動力Ｆ bptfr、Ｆ bptflが０に設定される。
Ｆ bptfr＝Ｆ xtfr－Ｆ brgflim／２　……（６１）
Ｆ bptfl＝Ｆ xtfl－Ｆ brgflim／２　……（６２）
【０１４０】
ステップ９７０に於いては後輪の目標回生制動力Ｆ brgrtが後輪の回生制動装置４０の回
生定格により決定される最大回生制動力Ｆ brgrlim（正の定数）よりも大きいか否かの判
別、即ち後輪について回生制動に加えて摩擦制動が行われる必要があるか否かの判別が行
われ、肯定判別が行われたときにはステップ９７５へ進み、否定判別が行われたときには
ステップ９８０へ進む。
【０１４１】
ステップ９７５に於いては後輪の目標回生制動力Ｆ brgrtが最大回生制動力Ｆ brgrlimに修
正されると共に、右後輪及び左後輪輪の目標摩擦制動力Ｆ bptrr、Ｆ bptrlがそれぞれ下記
の式６３及び６４に従って演算され、ステップ９８０に於いては後輪の目標回生制動力Ｆ
brgrtがステップ９５０に於いて演算された値に維持されると共に、右後輪及び左後輪の
目標摩擦制動力Ｆ bptrr、Ｆ bptrlが０に設定される。
Ｆ bptfr＝Ｆ xtfr－Ｆ brgflim／２　……（６３）
Ｆ bptfl＝Ｆ xtfl－Ｆ brgflim／２　……（６４）
【０１４２】
かくして図示の第四の実施形態によれば、ステップ７０に於いて演算される前輪の重みＷ
sf及び後輪の重みＷ srは、前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfが小さいときには重みの比Ｗ sf／Ｗ s
rが後輪用回生制動装置４０の回生定格に対する前輪用回生制動装置３０の回生定格の比
又はこれに近い値であり、前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfが大きいときには重みの比Ｗ sf／Ｗ s
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rが車輌の走行状態が効果的に安定な状態に維持し得る値になるよう、前輪のタイヤ負荷
率Ｌ trfに応じて演算される。
【０１４３】
重みＷ sf及びＷ srが車輌の走行状態が効果的に安定な状態に維持し得る一定の値に設定さ
れる場合には、例えば図２０（Ａ）に示されている如く、前輪の回生制動装置３０の回生
制動力に余裕があるが、後輪の目標制動力が後輪の回生制動装置の回生制動力を越えるよ
うな状況が生じ易く、かかる状況に於いては回生制動量が制限される。
【０１４４】
これに対し図示の第四の実施形態によれば、前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfが小さいときには
重みの比Ｗ sf／Ｗ srが後輪用回生制動装置４０の回生定格に対する前輪用回生制動装置３
０の回生定格の比又はこれに近い値であるので、図２０（Ｂ）に示されている如く、前輪
の回生制動装置３０の回生制動力を増大させると共に後輪の目標制動力が後輪の回生制動
装置の回生制動力を越えることを抑制することができ、これにより車輌全体としての回生
制動量を増大させることができる。
【０１４５】
また図示の第四の実施形態によれば、前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfが大きくなるにつれて重
みの比Ｗ sf／Ｗ srが車輌の走行状態が効果的に安定な状態に維持し得る値に漸次変化する
ので、前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfが大きい領域に於いても重みの比Ｗ sf／Ｗ srが後輪用回
生制動装置４０の回生定格に対する前輪用回生制動装置３０の回生定格の比又はこれに近
い値である場合に比して、確実に車輌の走行状態を安定な状態に制御することができる。
【０１４６】
更に図示の第四の実施形態によれば、前輪及び後輪の何れについても、目標回生制動力Ｆ
brgtrl、Ｆ brgtrrがそれぞれ最大回生制動力Ｆ brgflim、Ｆ brgrlimを越える場合には、そ
の超過分の制動力が摩擦制動力により補充され、これにより各車輪の制動力がステップ１
００に於いて演算された目標制動力になるよう制御されるので、前輪のタイヤ負荷率Ｌ tr
fに基づく重みの比Ｗ sf、Ｗ srの可変制御及びこれに伴う回生制動力の制御に起因して車
輌全体の制動力が変化すること及び車輌の走行状態の悪化を確実に防止することができる
。
【０１４７】

図２１はホイールインモータ式の四輪駆動車に適用された本発明による回生式制動制御装
置の第五の実施形態を示す概略構成図である。尚図２１に於いて、図１及び図１４に示さ
れた部材に対応する部材にはこれらの図に於いて付された符号と同一の符号が付されてい
る。
【０１４８】
この第五の実施形態に於いては、図２１に示されている如く、左右の前輪２６ FL及び２６
FRはそれらの車輪に組み込まれたホイールインモータである電動発電機７０ FL及び７０ FR
により駆動され、電動発電機７０ FL及び７０ FRは駆動制御装置７２により制御される。電
動発電機７０ FL及び７０ FRはそれぞれ左右前輪の発電機としても機能し、回生発電機とし
ての機能（回生制動）も駆動制御装置７２により制御される。
【０１４９】
同様に、左右の後輪３４ RL及び３４ RRはそれらの車輪に組み込まれたホイールインモータ
である電動発電機７０ RL及び７０ RRにより駆動され、電動発電機７０ RL及び７０ RRも駆動
制御装置７２により制御される。また電動発電機７０ RL及び７０ RRもそれぞれ左右後輪の
発電機として機能し、回生発電機としての機能（回生制動）も駆動制御装置７２により制
御される。
【０１５０】
尚図示の実施形態に於いては、電動発電機７０ FL及び７０ FRは互いに同一の回生定格を有
し、電動発電機７０ RL及び７０ RRも互いに同一の回生定格を有し、電動発電機７０ FL及び
７０ FRの回生定格は電動発電機７０ RL及び７０ RRの回生定格よりも大きい。
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【０１５１】
図２２は第五の実施形態に於ける制動制御ルーチンを示すゼネラルフローチャートである
。尚図２２に於いて、図１７及び図１９に示されたステップに対応するステップにはこれ
らの図に於いて付されたステップ番号と同一のステップ番号が付されている。
【０１５２】
この第五の実施形態に於いては、ステップ５０～７０及びステップ１００は上述の第四の
実施形態の場合と同様に実行されるが、ステップ９５０に於いては各車輪の目標回生制動
力Ｆ brgti（ｉ＝ fr、 fl、 rr、 rl）がそれぞれステップ１００に於いて演算された目標制
動力Ｆ xtiに設定される。
【０１５３】
ステップ１００５～１０１５は例えば右前輪、左前輪、右後輪、左後輪の順に各車輪につ
いて実行され、ステップ１００５に於いては目標回生制動力Ｆ brgtiが対応する電動発電
機の回生定格により決定される最大回生制動力Ｆ brglimi（正の定数）（ｉ＝ fr、 fl、 rr
、 rl）を越えているか否かの判別、即ち当該車輪について回生制動に加えて摩擦制動が行
われる必要があるか否かの判別が行われ、肯定判別が行われたときにはステップ１０１０
へ進み、否定判別が行われたときにはステップ１０１５へ進む。
【０１５４】
ステップ１０１０に於いては目標回生制動力Ｆ brgtiが最大回生制動力Ｆ brglimiに設定さ
れると共に目標摩擦制動力Ｆ bpiが目標制動力Ｆ xtiより目標回生制動力Ｆ brgtiを減算し
た値に設定され、ステップ１０１５に於いては目標回生制動力Ｆ brgtiが目標制動力Ｆ xti
に設定されると共に目標摩擦制動力Ｆ bpiが０に設定される。
【０１５５】
かくして図示の第五の実施形態によれば、上述の第四の実施形態の場合と同様、ステップ
７０に於いて前輪の重みＷ sf及び後輪の重みＷ srが前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfに応じて可
変設定され、前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfが小さいほど、換言すれば車輪タイヤの力発生能
力の余裕が大きいほど制動力の前後は配分が前輪寄りに制御され、重みの比Ｗ sf／Ｗ srが
後輪の電動発電機７０ RL及び７０ RRの回生定格に対する前輪の電動発電機７０ FL及び７０
FRの回生定格の比に近づけられるので、車輌がホイールインモータ式の四輪駆動車である
場合に、前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfが小さいときには車輌の走行状態を確実に安定な状態
に維持しつつ車輌全体の回生量を増大させることができる。
【０１５６】
また図示の第五の実施形態によれば、上述の第四の実施形態の場合と同様、何れの車輪に
ついても、目標回生制動力Ｆ brgtiが最大回生制動力Ｆ brglimiを越える場合には、その超
過分の制動力が摩擦制動力により補充され、これにより各車輪の制動力がステップ１００
に於いて演算された目標制動力になるよう制御されるので、前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfに
基づく重みの比Ｗ sf、Ｗ srの可変制御及びこれに伴う回生制動力の制御に起因して車輌全
体の制動力が変化すること及び車輌の走行状態の悪化を確実に防止することができる。
【０１５７】
以上に於いては本発明を特定の実施形態について詳細に説明したが、本発明は上述の実施
形態に限定されるものではなく、本発明の範囲内にて他の種々の実施形態が可能であるこ
とは当業者にとって明らかであろう。
【０１５８】
例えば上述の各実施形態に於いては、タイヤ負荷率は車輪タイヤの前後力Ｆ xi、横力Ｆ yi
、路面の摩擦係数μ、車輪の接地荷重Ｗ iに基づき上記式４２に従ってタイヤが発生可能
な力に対するタイヤが発生している力の比として演算され、タイヤ負荷率の指標値はタイ
ヤ負荷率そのものであるが、例えばＩを車輌のヨー慣性モーメントとし、Ｋ f及びＫ rをそ
れぞれ前輪及び後輪のコーナリングパワーとし、Ｋ hをスタビリティファクタとし、Ｔ cを
時定数とし、ｓをラプラス演算子として下記の式６５に従って演算される車輌モデルに基
づく目標ヨーレートγ refと車輌の実際のヨーレートγとの偏差の大きさや、操舵角φ及
び車速Ｖより演算される車輌モデルに基づく車輌の目標横加速度Ｇ yrefと車輌の実際の横
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加速度Ｇ yとの偏差の大きさの如く、タイヤ負荷率の指標値は車輌モデルに基づく車輌の
目標状態量と車輌の実際の状態量との偏差の大きさであってもよい。
【数２４】
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１５９】
尚この場合車輌モデルに基づく車輌の目標状態量と車輌の実際の状態量との偏差の大きさ
は車輌全体のタイヤ負荷率の指標値であるので、上述の各実施形態に於ける前輪のタイヤ
負荷率Ｌ trfは上記偏差の大きさそのもの又はそれに比例する値に設定される。
【０１６０】
また上述の各実施形態に於いては、各車輪の目標制動力ｆ xtiは車輌の運転状況に基づき
車輌の目標前後力、目標横力、目標ヨーモーメントが演算され、車輌の走行安定性を維持
しつつ車輌の目標前後力、目標横力、目標ヨーモーメントを達成するための制動力として
演算されるようになっているが、各車輪の目標制動力ｆ xtiは車輌の運転状況に基づき演
算される限り、当技術分野に於いて公知の任意の態様にて演算されてよい。
【０１６１】
また上述の第一及び第二の実施形態に於いては、車輌の旋回度合として車輌のヨーレート
γの絶対値が使用されるようになっているが、車輌の旋回度合は車輌の旋回の強さ乃至は
程度を示すものであればよく、例えば上記目標ヨーレートγ refの絶対値、車輌の目標横
加速度Ｇ yrefの絶対値、車輌の実際の横加速度Ｇ yの絶対値等であってもよい。
【０１６２】
また上述の第一及び第二の実施形態に於いては、タイヤ負荷率に基づく調整係数Ｒ trが前
輪のタイヤ負荷率Ｌ trfに基づき図１２に示されたグラフに対応するマップより演算され
るようになっているが、前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfが小さいときにはそれが大きいときに
比してタイヤ負荷率に基づく調整係数Ｒ trが大きい値である限り、前輪のタイヤ負荷率Ｌ
trfとタイヤ負荷率に基づく調整係数Ｒ trとの関係は図１２に示された関係以外の関係で
あってもよい。
【０１６３】
同様に、上述の第三乃至第五の実施形態に於いては、前輪の重みＷ sf及び後輪の重みＷ sr
が前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfに基づき図１８に示されたグラフに対応するマップより演算
されるようになっているが、前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfが小さいときにはそれが大きいと
きに比して前輪の重みＷ sfが大きい値であり若しくは後輪の重みＷ srが小さい値である限
り、前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfと前輪の重みＷ sf及び後輪の重みＷ srとの関係は図１８に
示された関係以外の関係であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】前輪駆動用のハイブリッドエンジンが搭載された前輪駆動式の車輌に適用された
本発明による回生式制動制御装置の第一の実施形態を示す概略構成図である。
【図２】第一の実施形態に於ける制動制御ルーチンを示すゼネラルフローチャートである
。
【図３】図２に示されたフローチャートのステップ１００に於ける各車輪の目標制動力演
算ルーチンを示すフローチャートである。
【図４】図３に示されたフローチャートのステップ１５０に於ける後輪スリップ角β r演
算ルーチンを示すフローチャートである。
【図５】図３に示されたフローチャートのステップ２００に於ける実際の前後力Ｆ x、横
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力Ｆ y、モーメントＭ演算ルーチンを示すフローチャートである。
【図６】図３に示されたフローチャートのステップ２５０に於ける目標前後力Ｆ xa、横力
Ｆ ya、モーメントＭ a演算ルーチンを示すフローチャートである。
【図７】図３に示されたフローチャートのステップ５００に於ける目標スリップ率Ｓ i演
算ルーチンを示すフローチャートである。
【図８】ドリフトアウト状態量ＤＶと係数Ｋ gとの間の関係を示すグラフである。
【図９】タイヤの発生力Ｆ tiがタイヤの横方向に対しなす角度θ i等を示す説明図である
。
【図１０】スリップ率が０であるときのタイヤのスリップ角β iに対する横力Ｆ tyiの関係
を示すグラフである。
【図１１】スリップ角β iが０であるときのタイヤのスリップ率Ｓ iに対する前後力Ｆ txi
の関係を示すグラフである。
【図１２】前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfとタイヤ負荷率に基づく調整係数Ｒ trとの間の関係
を示すグラフである。
【図１３】車輌のヨーレートγの絶対値と旋回度合に基づく調整係数Ｒ strとの間の関係
を示すグラフである。
【図１４】前輪駆動用のハイブリッドエンジン及び後輪駆動用の電動発電機が搭載された
四輪駆動式の車輌に適用された本発明による回生式制動制御装置の第二の実施形態を示す
概略構成図である。
【図１５】第二の実施形態に於ける制動制御ルーチンを示すゼネラルフローチャートであ
る。
【図１６】図１５に示されたフローチャートのステップ６１０に於いて実行される回生制
動力の基本移行量演算ルーチンを示すフローチャートである。
【図１７】前輪駆動用のハイブリッドエンジンが搭載された前輪駆動式の車輌に適用され
た本発明による回生式制動制御装置の第三の実施形態に於ける制動制御ルーチンを示すゼ
ネラルフローチャートである。
【図１８】前輪のタイヤ負荷率Ｌ trfと重みＷ sf、Ｗ srとの間の関係を示すグラフである
。
【図１９】前輪駆動用のハイブリッドエンジン及び後輪駆動用の電動発電機が搭載された
四輪駆動式の車輌に適用された本発明による回生式制動制御装置の第四の実施形態に於け
る制動制御ルーチンを示すゼネラルフローチャートである。
【図２０】重みＷ sの補正前（Ａ）及び重みＷ sの補正前（Ｂ）について前輪及び後輪の回
生定格と目標回生制動力（ハッチング部分）を示す説明図である。
【図２１】ホイールインモータ式の四輪駆動車に適用された本発明による回生式制動制御
装置の第五の実施形態を示す概略構成図である。
【図２２】第五の実施形態に於ける制動制御ルーチンを示すゼネラルフローチャートであ
る。
【符号の説明】
１０…ハイブリッドエンジン
１２…ガソリンエンジン
１４…電動発電機
２８…エンジン制御装置
３０…前輪の回生制動装置
３２…ブレーキペダル
４０…後輪用回生制動装置
４２…電動発電機
４４…摩擦制動装置
５０…マスタシリンダ
５２…制動制御装置
５４…アクセルペダルセンサ
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５６…シフトポジションセンサ
５８ FR～５８ RL…圧力センサ
６０……操舵角センサ
６２…ヨーレートセンサ
６４…前後加速度センサ
６６…横加速度センサ
６８…車速センサ
７０ FL～７０ RL…電動発電機
７２…駆動制御装置

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(28) JP 3997923 B2 2007.10.24



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】
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【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】
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